


 

５．吸収合併存続会社である当社における最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処

分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容（会

社法施行規則第 191 条第 5号） 

該当事項はありません。 

 

６．本合併が効力を生ずる日以後における当社の債務の履行の見込みに関する事項（会社

法施行規則第 191 条第 6号） 

当社の最終事業年度の末日（2023 年 3 月 31 日）現在の貸借対照表における資産の

額は負債の額を上回っており、同日から本合併の効力発生日までの間に当社の債務の

履行に支障を来す事象は生じておらず、また見込まれておりません。 

また、本合併の効力発生日以後においてもそのような事象の発生は想定されておら

ず、引き続き当社の資産の額が負債の額を上回ることが見込まれております。 

以上のことから、本合併の効力発生日以後における当社の債務について、その履行

の見込みがあると判断しております。 

 

以上 
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